
【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
三
号
）

一

消
費
者
庁
新
未
来
創
造
戦
略
本
部
の
設
置
を
機
に
、
国
際
的
視
点
を
踏
ま
え
た
消
費
者
政
策
を
一

層
加
速
す
る
と
と
も
に
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
消
費
者
く
ら
し
政

策
課
及
び
消
費
生
活
創
造
室
を
消
費
者
政
策
課
へ
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

地
方
創
生
の
取
組
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
移
住
交
流
の
促
進
を
は
じ
め
と
す
る
と
く
し
ま
回
帰

に
向
け
た
取
組
の
更
な
る
強
化
の
た
め
、
地
方
創
生
推
進
課
を
と
く
し
ま
回
帰
推
進
課
へ
改
組
す
る

こ
と
と
し
た
。

三

未
来
技
術
を
活
用
し
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
創
出
や
市
町
村
支
援
を
通
じ
、
Ｓ
ｏ
ｃ
ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
五

・
〇
の
実
現
に
向
け
た
取
組
を
推
進
し
、
地
域
課
題
の
解
決
を
図
る
た
め
、
地
域
振
興
課
を
Ｓ
ｏ
ｃ

ｉ
ｅ
ｔ
ｙ
五
・
〇
推
進
課
へ
改
組
す
る
こ
と
と
し
た
。

四

ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア
の
活
躍
や
障
が
い
者
に
よ
る
ス
ポ
ー
ツ
及
び
文
化
芸
術
活
動
の
振
興
、
県
内

在
住
外
国
人
へ
の
支
援
等
を
通
じ
、
多
様
な
個
人
が
活
躍
し
、
自
己
実
現
で
き
る
社
会
の
実
現
に
向

け
た
取
組
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

図
書
館
等
の
社
会
教
育
施
設
を
知
事
が
所
管
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
施
設
と
あ
わ
文
化
の
振
興

や
文
化
財
の
保
護
及
び
活
用
と
い
っ
た
文
化
行
政
と
の
連
携
を
強
化
し
、
交
流
人
口
の
拡
大
に
繋
げ

る
た
め
、
徳
島
県
文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

県
内
の
競
技
力
の
向
上
は
も
と
よ
り
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
対
応
や
、

ワ
ー
ル
ド
マ
ス
タ
ー
ズ
ゲ
ー
ム
ズ
関
西
二
千
二
十
一
の
開
催
準
備
を
強
力
に
推
進
す
る
体
制
を
整
備

す
る
た
め
、
国
際
ス
ポ
ー
ツ
局
及
び
国
際
ス
ポ
ー
ツ
大
会
課
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

七

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
フ
レ
イ
ル
予
防
や
認
知
症
対
策
に
よ
る
介
護

予
防
の
充
実
を
図
り
、
高
齢
者
が
地
域
で
健
康
に
過
ご
せ
る
環
境
を
実
現
す
る
た
め
、
長
寿
い
き
が

い
課
に
生
涯
健
康
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

八

新
た
な
森
林
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
施
策
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
オ
ブ
・
シ
ン
グ
ス
活
用
関
連
技

術
、
人
工
知
能
関
連
技
術
等
を
活
用
し
、
林
業
の
成
長
産
業
化
を
図
り
、
地
方
創
生
の
実
現
を
目
指

す
ス
マ
ー
ト
林
業
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る
た
め
、
林
業
戦
略
課
を
ス
マ
ー
ト
林
業
課
へ
改
組
す

る
こ
と
と
し
た
。

九

治
水
、
利
水
や
災
害
対
策
等
の
幅
広
い
観
点
か
ら
、
地
域
の
特
性
及
び
実
情
を
踏
ま
え
た
流
域
単

位
の
流
域
水
管
理
行
動
計
画
の
策
定
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
命
を
守
る
た
め
の
ソ
フ
ト
対
策
を
加

速
す
る
た
め
、
水
管
理
政
策
課
及
び
水
災
害
対
策
室
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

十

そ
の
他
知
事
の
内
部
組
織
、
職
制
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

十
一

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
四
号
）

一

機
構
改
革
の
実
施
、
法
令
の
改
正
等
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

機
構
改
革
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
五
十
五
号
）

一

次
に
掲
げ
る
規
則
に
つ
い
て
、
機
構
改
革
に
伴
う
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
会
計
規
則

２

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則

３

徳
島
県
公
有
財
産
取
扱
規
則



４

徳
島
県
予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
規
則

５

河
川
法
施
行
細
則

６

徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則

７

徳
島
県
物
品
購
入
審
査
委
員
会
規
則

８

徳
島
県
職
員
の
勤
務
発
明
等
に
関
す
る
規
則

９

徳
島
県
県
有
車
両
管
理
規
則

徳
島
県
用
度
事
業
特
別
会
計
規
則

10

徳
島
県
庁
舎
等
管
理
規
則

11

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
に
関
す
る
規
則

12

正
木
ダ
ム
操
作
規
則

13

福
井
ダ
ム
操
作
規
則

14

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
則

15

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
上
席
の
職
員
を
定
め
る
規
則

16

徳
島
県
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
気
候
変
動
対
策
推
進
条
例
施
行
規
則

17
二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。


